
○内容が不明なものは受け付けない。

○廃液に固形物・汚物を入れないこと。→ろ過などをする

○分離している廃液はそれぞれに分けて、分類別に搬入する。

○有機系に使用した容器は、無機系に転用しないこと。

　＜無機系廃液に有機物（有機溶媒等）を混入させない＞

○廃液は、容器の八分目程度までしか入れないこと。

① 水銀が混入している ※金属水銀は処理方法が違うので、その他の水銀と区別する

Ｙｅｓ （1）水銀混入廃液である ⇒ Ａ分類（水銀系廃液）

Ｎｏ （2）廃液以外の固形物である ⇒ AK分類（水銀系固形廃棄物）

（ａ） 金属水銀単体の場合はポリ容器に入れる

（ｂ） 水銀温度計、マノメーター等の器機に入っている場合は

ビニール袋（二重にする）に詰め、それをポリバケツに入れ搬入

（ｃ） 水銀が付着した廃棄物（ろ紙・紙布類）はビニール袋に詰め、

ポリバケツで搬入

② 固形廃棄物である ⇒ Ｋ分類（有害固形廃棄物）

Ｎｏ * 有害物を扱ったろ紙、紙布類、シリカゲル、ろ過残留物

③ シアンが混入している ⇒ Ｂ分類（シアン系廃液）

Ｎｏ * 廃液は必ずpH 10以上のアルカリ性にする

④ 有機溶媒が混入している

（1）ハロゲンが10％以上混入している ⇒ Ｈ分類（ハロゲン系廃液）

Ｎｏ Ｙｅｓ （2）可燃性溶媒である ⇒ Ｆ分類（可燃性廃液）

（3）難燃性溶媒である ⇒ Ｇ分類（難燃性廃液）

※ Ｇ分類に高濃度の酸・アルカリが混入している場合は中和処理する

⑤ 写真廃液である ⇒ Ｉ分類（写真系廃液）

Ｎｏ * 現像液と定着液は別々に貯留する

⑥ フッ素またはリン酸化合物が混入している ⇒ Ｃ分類（フッ素リン酸系廃液）

Ｎｏ 

⑦ クロム混酸が混入している ⇒ Ｅ分類（クロム混酸系廃液）

Ｎｏ 

⑧ 無機系重金属廃液である ⇒ Ｄ分類（重金属系廃液）

Ｎｏ 

⑨ 濃度の高い酸またはアルカリ廃液である ⇒ Ｊ分類（酸・アルカリ廃液）

表５－２付表　有害廃棄物の分類検索図


